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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期

会計期間

自2019年
７月１日
至2019年
12月31日

自2020年
７月１日
至2020年
12月31日

自2021年
７月１日
至2021年
12月31日

自2019年
７月１日
至2020年
６月30日

自2020年
７月１日
至2021年
６月30日

売上高 （千円） 131,743 107,890 102,116 224,150 209,011

経常利益 （千円） 10,983 13,858 7,564 9,784 19,913

中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）
（千円） 6,875 12,069 △8,911 15,701 16,476

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 91,790 91,790 91,790 91,790 91,790

発行済株式総数 （株） 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214

純資産額 （千円） 903,780 924,675 920,171 912,605 929,082

総資産額 （千円） 1,004,606 1,044,845 1,023,596 1,026,912 1,028,913

１株当たり純資産額 （円） 80,593.92 82,457.26 82,055.59 81,380.94 82,850.24

１株当たり中間（当期）

純利益又は１株当たり中

間純損失（△）

（円） 613.14 1,076.32 △794.65 1,400.16 1,469.29

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 89.96 88.49 89.90 88.87 90.30

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 13,219 27,000 6,403 23,943 27,910

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 1,670 △10,948 8,770 △12,422 △24,097

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △6,289 △5,813 △5,813 16,944 △12,579

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
（千円） 39,070 69,174 59,529 58,935 50,170

従業員数 （人） 29 24 24 25 22

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　関係会社に該当する会社はありません。

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

2021年12月31日現在
 

従業員数（人） 24

　　　（注）当社の事業はゴルフ場事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(2）労働組合の状況

　当社には、労働組合は結成されていません。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断するた

めの客観的な指標等に重要な変更はありません。

　また、新たに定めた経営方針・経営戦略等若しくは指標等はありません。

(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間会計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更はありません。

　また、新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題としては、新型コロナウィルス感染症の感染予防

対策が発生しております。

２【事業等のリスク】

　 当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスク

についての重要な変更はありません。

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

　当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状

況の概要は次のとおりであります。

 ①財政状態及び経営成績の状況

　当上半期における我が国経済は、10月の新型コロナウィルス感染症の緊急事態宣言解除後は飲食や宿泊など外出

関連産業を含め国内経済活動の再開が進みました。しかし、半導体などの供給制約は企業活動の抑制要因となって

おります。ゴルフ場の業界では新型コロナウィルス感染症予防対策の実施、新規ゴルファーの増加等により来場者

数は堅調に推移しております。

　当クラブでは、コースメンテナンスの向上に加え、カートナビシステムの導入により、お客様満足度の向上に努

めてまいりましたが、7月・8月の豪雨災害によりコースの損壊が発生し、合わせて3週間のクローズを余儀なくさ

れました。こうした状況の中、当中間会計期間の入場者数は15,442名で、前年同期比1,188名（7.1％）の減少とな

りました。

　この結果、当中間会計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

(a)財政状態

　当中間会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ5,317千円減少し、1,023,596千円となりました。当中間会

計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ3,593千円増加し、103,425千円となりました。当中間会計期間末の純

資産合計は、前事業年度末に比べ8,911千円減少し、920,171千円となりました。

(b)経営成績

　当中間会計期間の売上高は102,116千円（前年同期比5.35%減）、売上原価は64,992千円（前年同期比4.93%

増）、販売費及び一般管理費は32,680千円（前年同期比16.11%減）、営業利益は4,443千円（前年同期比36.48%

減）となりました。また、経常利益は7,564千円（前年同期比45.41%減）となり、中間純損失は8,911千円（前年同

期は12,069千円の中間純利益)となりました。

　なお、当社には子会社がなく、ゴルフ場経営のみ行っておりますので、セグメントごとの記載はしておりませ

ん。

 

 ②キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

が6,403千円、投資活動によるキャッシュ・フローが8,770千円それぞれ増加し、財務活動によるキャッシュ・フ

ローが5,813千円減少したことにより、前事業年度末に比べ9,359千円増加し、当中間会計期間末には59,529千円と

なりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、6,403千円（前年同期27,000千円の獲得）となりました。これは、税引前中間

純損失8,762千円（前年同期は税引前中間純利益12,218千円）を計上し、資金の支出を伴わない減価償却費7,929千

円、その他の負債の増加額13,135千円があったこと等によるものであります。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は、8,770千円（前年同期10,948千円の使用）となりました。これは、主に定期預

金の払戻による収入が24,000千円、有形固定資産の取得による支出が7,429千円発生したことによるものでありま

す。
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（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、5,813千円（前年同期は5,813千円の使用）となりました。これは、主に長期借

入金の返済による支出3,808千円によるものであります。

 ③生産、受注及び販売の実績

(a)当社の事業内容は、提供するサービスの性格上、生産実績及び受注実績の記載になじまないため、当該記載を

省略しております。

 

 

 

 

(b)営業収入の実績

 第55期中 第56期中

グリーンフィー（千円） 28,514 28,814

キャディフィー（千円） 57,307 52,155

売店食堂収入（千円） 2,069 1,930

その他の収入（千円） 4,932 4,698

年会費収入（千円） 15,066 14,517

計（千円） 107,890 102,116

入場人数（名） 16,630 15,442
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（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　　 経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　　 なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

　 ①重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　 当社の中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。こ

の中間財務諸表の作成にあたっては、当中間会計期間における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社は、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される

前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるた

め、これらの見積りと異なる場合があります。

 

 ②当中間会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

(a)財政状態の分析

　資産合計は、前事業年度末と比較して5,317千円減少し1,023,596千円となりました。具体的には現金及び預金の減

少6,839千円、有形固定資産の減少4,426千円等となっています。

　負債合計は、前事業年度末に比較して3,593千円増加し103,425千円となりました。具体的には流動負債が8,875千

円増加、固定負債が5,281千円減少となっています。

　(b)経営成績の分析

　当中間会計期間における売上高は102,116千円（対前年同期比5.35％減）、売上原価は64,992千円（対前年同期比

4.93％増）、販売費及び一般管理費は32,680千円（対前年同期比16.11％減）、営業利益は4,443千円（前年同期は営

業利益6,995千円）、経常利益は7,564千円（前年同期は経常利益13,858千円）、中間純損失は8,911千円（前年同期

は中間純利益12,069千円）となりました。

　売上の減少については、令和３年８月の豪雨災害で８月に営業ができなかった日が発生したことによるものであ

り、販売費及び一般管理費が前年同期と比べて6,276千円減少しているのは、前期に屋上防水補修工事が発生し修繕

費が前年同期比で3,199千円減少したことや、従業員が退職したことにより従業員給料及び手当が前年同期比で1,902

千円減少したことによります。

　(c)キャッシュ・フローの分析

　キャッシュ・フローの分析については、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載して

おります。

(d)経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

　当社の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２事業の状況　２事業等のリスク」に記載のとお

りであります。

(e)資本の財源及び資金の流動性

　資金概要

　当社の事業活動における運転資金需要の主なものはコース維持費、プレー費、販売費及び一般管理費の営業費用で

あります。また、設備資金需要としては、コース及びクラブハウスに対する有形固定資産があります。

　財政政策

　当社は、事業活動に必要な資金を安定的に確保するため、運転資金及び設備資金について、自己資金の活用及び金

融機関からの長期借入を基本としております。

４【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間会計期間において、前事業年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,800

計 24,800

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）

（2021年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年３月30日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,214 11,214 非上場

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 11,214 11,214 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年７月１日～

　2021年12月31日
－ 11,214 － 91,790 － 837,390
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（５）【大株主の状況】

  2021年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

イワキテック株式会社 愛媛県越智郡上島町岩城6017 336 3.00

鐵萬商事株式会社 広島県尾道市長者ヶ原２丁目162番地の４ 91 0.81

三和株式会社 広島県三原市城町１丁目21番15号 49 0.44

株式会社イズミ 広島県三原市小泉町4245 42 0.37

医療法人仁康会 広島県三原市小泉町4245 42 0.37

三菱重工業株式会社 東京都港区南2-16-5 42 0.37

有限会社近藤塗研 広島県尾道市因島洲江町1433-1 35 0.31

有限会社エイシンテック 広島県尾道市因島重井町5344-6 28 0.25

株式会社共立機械製作所 広島県三原市皆実４丁目１番45号 28 0.25

山陽工業株式会社 広島県尾道市高須町904 28 0.25

しまなみ信用金庫 広島県三原市港町１丁目８番１号 28 0.25

計 － 749 6.67

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2021年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　11,214 11,214 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 11,214 － －

総株主の議決権 － 11,214 －

　（注）　発行済株式はすべて普通株式であります。
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②【自己株式等】

2021年12月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）

に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2021年７月１日から2021年12月31日

まで）の中間財務諸表について、公認会計士・高橋和司氏による中間監査を受けております。

 

３．中間連結財務諸表について

　当社は子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2021年６月30日)
当中間会計期間

（2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 93,475 86,635

売掛金 9,462 9,170

棚卸資産 4,801 4,335

その他 2,459 5,240

流動資産合計 110,199 105,381

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※２ 160,142 ※２ 156,252

構築物（純額） 10,266 10,534

工具、器具及び備品（純額） 2,679 4,072

コース勘定 579,103 579,103

土地 ※２ 158,244 ※２ 158,244

リース資産（純額） 4,214 2,357

その他（純額） 3,430 3,089

有形固定資産合計 ※１ 918,081 ※１ 913,654

無形固定資産 423 4,350

投資その他の資産 209 209

固定資産合計 918,714 918,214

資産合計 1,028,913 1,023,596

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,855 5,488

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 8,568 ※２ 8,568

リース債務 3,631 2,315

未払法人税等 296 148

賞与引当金 3,157 －

その他 13,333 25,196

流動負債合計 32,840 41,716

固定負債   

長期借入金 ※２ 59,536 ※２ 55,728

リース債務 920 230

退職給付引当金 4,534 3,751

その他 2,000 2,000

固定負債合計 66,990 61,709

負債合計 99,831 103,425
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2021年６月30日)
当中間会計期間

（2021年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 91,790 91,790

資本剰余金   

資本準備金 837,390 837,390

資本剰余金合計 837,390 837,390

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △97 △9,009

利益剰余金合計 △97 △9,009

株主資本合計 929,082 920,171

純資産合計 929,082 920,171

負債純資産合計 1,028,913 1,023,596
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2020年７月１日
　至　2020年12月31日)

当中間会計期間
(自　2021年７月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 107,890 102,116

売上原価 61,938 64,992

売上総利益 45,952 37,123

販売費及び一般管理費 38,956 32,680

営業利益 6,995 4,443

営業外収益 7,240 3,459

営業外費用 378 338

経常利益 13,858 7,564

特別損失   

災害による損失 1,640 16,327

固定資産除却損 0 －

特別損失合計 1,640 16,327

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 12,218 △8,762

法人税、住民税及び事業税 148 148

法人税等合計 148 148

中間純利益又は中間純損失（△） 12,069 △8,911
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間　(自　2020年７月１日　至　2020年12月31日）

     (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 91,790 837,390 837,390 △16,574 △16,574 912,605

当中間期変動額       

中間純利益 － － － 12,069 12,069 12,069

当中間期変動額合計 － － － 12,069 12,069 12,069

当中間期末残高 91,790 837,390 837,390 △4,504 △4,504 924,675

 

当中間会計期間　(自　2021年７月１日　至　2021年12月31日）

     (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 繰越利益剰余金

当期首残高 91,790 837,390 837,390 △97 △97 929,082

当中間期変動額       

中間純損失（△） － － － △8,911 △8,911 △8,911

当中間期変動額合計 － － － △8,911 △8,911 △8,911

当中間期末残高 91,790 837,390 837,390 △9,009 △9,009 920,171
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　2020年７月１日
　至　2020年12月31日)

当中間会計期間
(自　2021年７月１日
　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 12,218 △8,762

減価償却費 7,486 7,929

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,636 △3,157

退職給付引当金の増減額（△は減少） 213 △783

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 348 308

災害損失 1,640 16,327

売上債権の増減額（△は増加） △4,666 292

仕入債務の増減額（△は減少） 5,480 1,632

棚卸資産の増減額（△は増加） 561 466

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,457 △1,272

その他の資産の増減額（△は増加） △128 △2,780

その他の負債の増減額（△は減少） 12,225 13,135

小計 29,283 23,335

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △348 △308

災害損失の支払額 △1,640 △16,327

法人税等の支払額 △296 △296

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,000 6,403

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 24,000

定期預金の預入による支出 △7,801 △7,800

有形固定資産の取得による支出 △3,147 △7,429

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,948 8,770

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △3,808 △3,808

リース債務の返済による支出 △2,005 △2,005

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,813 △5,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,238 9,359

現金及び現金同等物の期首残高 58,935 50,170

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 69,174 ※ 59,529
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年４月１日

以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下の通りです。

建物及び構築物　　　　　　　35～50年

機械装置及び車両運搬具　　　４～17年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

 　定額法を採用しております。

(3)リース資産

 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上してお

ります。

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度にお

ける給付相当額を控除した額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

４．収益及び費用の計上基準

　　　　　(1) プレー収入

　　　　　 グリーンフィー、キャディフィーについては、顧客がプレーしたその日にサービスを提供することによ

り、顧客に当該サービスに対する支配が移転し、履行義務が充足されることから、プレー日で収益を認識

しております。

　　　　(2) 収入会費等

　　　　　 事業年度開始前後の時期に会員より会員資格に基づく年会費を一括徴収しております。年会費収入につ

いては、一年間（７月１日から６月30日）にわたって履行義務が充足するものと判断し、履行義務の充足

に係る進捗度（月単位）に基づき収益を認識しております。

　　　　　　会員権の名義書換手数料については、名義書換が完了した時点で履行義務が充足するものと判断し、名

義書換が完了した時点で収益を認識しております。

　　　　(3) 食堂委託収入

　　　　　　食堂は外部委託しており、委託会社の１カ月間の売上高の一部が委託収入となることから、１カ月の食

堂利用が終了した時点で収益を認識しております。

 

５．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に期限の到来する短期投資からなっております。

６．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる当中

間会計期間の損益に与える影響はありません。

　また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い

に従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

　なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中

間会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
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（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企

業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を将来にわたって適用することとし「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレ

ベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年３月６日内閣府令第９号)附則第３条第２項により、

経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

 

（表示方法の変更）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

　　新型コロナウイルス感染症の今後の収束時期等を予測することは困難な状況にあります。当社は、今後の

　業績については、新型コロナウイルス感染症の影響は残るものの感染状況の収束に伴い段階的に回復してい

　くと仮定し、現時点での入手可能な情報に基づいて中間財務諸表を作成しております。
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（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（2021年６月30日）

当中間会計期間
（2021年12月31日）

1,366,638千円 1,374,072千円

 

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2021年６月30日）
当中間会計期間

（2021年12月31日）

　土地 158,244千円 158,244千円

　建物 136,600 128,092

計 294,844 286,336

 

　担保付債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2021年６月30日）
当中間会計期間

（2021年12月31日）

1年内返済予定の長期借入金 2,856千円 2,856千円

長期借入金 9,528 8,338

計 12,384 11,194

 

 

（中間損益計算書関係）

　　減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自　2020年７月１日
　　至　2020年12月31日）

当中間会計期間
（自　2021年７月１日

　　至　2021年12月31日）

有形固定資産 7,433千円 7,433千円

無形固定資産 　　　　　　　　　　　 53 　　　　　　　　　　　495

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間　(自　2020年７月１日　至　2020年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 11,214 － － 11,214

合計 11,214 － － 11,214

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末日後となるもの

　該当事項はありません。
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当中間会計期間　(自　2021年７月１日　至　2021年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 11,214 － － 11,214

合計 11,214 － － 11,214

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

 
前中間会計期間

（自　2020年７月１日
至　2020年12月31日）

当中間会計期間
（自　2021年７月１日
至　2021年12月31日）

現金及び預金勘定 104,679千円 86,635千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △35,505 △27,105 

現金及び現金同等物 69,174 59,529 

 

（リース取引関係）

　　　　　（借主側）

　　　　　１．ファイナンス・リース取引

　　　　　　　所有者移転外ファイナンス・リース取引

　　　　　　(1) リース資産の内容

　　　　　　　　有形固定資産

　　　　　　　　乗用３連グリーンモア１台、自動精算機・貴重品BOX、フェアウェイスイーパーであります。

　　　　　　(2) リース資産の減価償却の方法

　　　　　　　　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項

　中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（2021年６月30日）

（単位：千円）
 

 
貸借対照表計上額（千

円）
時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金 93,475 93,475 －

（2）売掛金 9,462 9,462 －

（3）未収入金 1,456 1,456 －

資産計 104,394 104,394 －

（1）買掛金 3,855 3,855 －

（2）１年内返済予定の長期借

入金
8,568 8,568 －

（3）リース債務（流動負債） 3,631 3,612 △19

（4）未払費用 7,798 7,798 －

（5）未払法人税等 296 296 －

（6）リース債務（固定負債） 920 907 △13

（7）長期借入金 59,536 59,731 195

負債計 84,605 84,769 163

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1）現金及び預金、(2）売掛金、(3）未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

負債

(1）買掛金、(4）未払費用、(5）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

(3）リース債務（流動負債）、(6)リース債務（固定負債）

　これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しております。

(2）１年内返済予定の長期借入金、(7）長期借入金

　固定金利の場合、これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割引いた現在価値により算定しております。変動金利の場合は、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

 貸借対照表計上額

会員預り金（固定負債　その他） 2,000

返済日が確定していないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めており

ません。

 

 

 

 

 

当中間会計期間（2021年12月31日）

（単位：千円）
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 中間貸借対照表計上額 時価 差額

（1）1年内返済予定の長期借

入金
8,568 8,568 －

（2）リース債務（流動負債） 2,315 2,305 △9

（3）長期借入金 55,728 55,905 177

（4）リース債務（固定負債） 230 227 △2

　　負債計 66,842 67,006 164

 

１．金融商品の時価等に関する事項

　2021年12月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(1) 資　産

　　　「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」については、現金であること、または短期間で決済されるため、

時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。

(2) 負　債

　　　「買掛金」、「未払費用」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似す

るものであることから、記載を省略しております。

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

　当中間会計期間（2021年12月31日）

　該当事項はありません。

 

(2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　当中間会計期間（2021年12月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

１年内返済予定の長

期借入金
－ 8,568 － 8,568

リース債務（流動負

債）
－ 2,305 － 2,305

長期借入金 － 55,905 － 55,905

リース債務（固定負

債）
－ 227 － 227

　負債計 － 67,006 － 67,006

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

 

　リース債務（流動負債）及び１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金、並びにリース債務（固定負債）

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値

法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

３．上記に含まれない市場価格のない金融商品

（単位：千円）

 貸借対照表計上額

会員預り金（固定負債　その他） 2,000
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（有価証券関係）

　有価証券の保有はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　当社はデリバティブ取引を利用していないので、該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　当社は、ストック・オプション制度を導入しておりませんので、該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

　算定対象となる関連会社はありません。

 

（資産除去債務関係）

　該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

　賃貸等不動産の保有はありません。

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　グリーンフィー

　キャディフィー

　売店食堂収入

　その他の収入

　年会費収入

28,814

52,155

1,930

4,698

14,517

顧客との契約から生じる収益 102,116

その他の収益 －

外部顧客への売上高 102,116

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項（重要な会計方針）」に記載のと

おりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間

末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

 

　契約負債の残高

 当中間会計期間（千円）

契約負債（期首残高） 2,389

契約負債（中間期末残高） 15,496

 

　契約負債は、事業年度の開始前後の時期に会員より会員資格に基づく年会費を一括徴収した年会費収入の前受金

です。期首の契約負債残高は本事業年度（2021年７月１日～2022年６月30日）の年会費収入を事業年度開始前に受

け入れた金額です。年会費収入は、一年間（７月１日から６月30日）にわたって履行義務が充足するものと判断

し、履行義務の充足に係る進捗度（月単位）に基づき収益を認識し、前受金は収益の認識に伴い取り崩されます。

従って、期首の契約負債（前受金）残高並びに事業年度開始後に受け入れた年会費収入の前受金の半分が当中間会

計期間において収益認識され、残りの半分は中間会計期間末の契約負債残高となり、下半期の収益認識に伴い取り

崩されます。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　2020年７月１日　至　2020年12月31日）

当社は、ゴルフ場の経営及びこれに付帯する事業を営む単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　2021年７月１日　至　2021年12月31日）

当社は、ゴルフ場の経営及びこれに付帯する事業を営む単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 

【関連情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　2020年７月１日　至　2020年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 グリーンフィー キャディフィー 売店食堂収入 その他の収入 年会費収入 合計

外部顧客への売上高 28,514 57,307 2,069 4,932 15,066 107,890

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

中間損益計算書の売上高は、すべて本邦の外部顧客への売上高のため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

中間貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在している有形固定資産のため、記載を省略してお

ります。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略

しております。
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Ⅱ　当中間会計期間（自　2021年７月１日　至　2021年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 グリーンフィー キャディフィー 売店食堂収入 その他の収入 年会費収入 合計

外部顧客への売上高 28,814 52,155 1,930 4,698 14,517 102,116

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

中間損益計算書の売上高は、すべて本邦の外部顧客への売上高のため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

中間貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在している有形固定資産のため、記載を省略してお

ります。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略

しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間（自　2020年７月１日　至　2020年12月31日）

該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　2021年７月１日　至　2021年12月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間　（自　2020年７月１日　至　2020年12月31日）

該当事項はありません。

 

当中間会計期間　（自　2021年７月１日　至　2021年12月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間　（自　2020年７月１日　至　2020年12月31日）

該当事項はありません。

 

当中間会計期間　（自　2021年７月１日　至　2021年12月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（2021年６月30日）
当中間会計期間

（2021年12月31日）

１株当たり純資産額 82,850.24円 82,055.59円

（算定上の基礎）   

純資産の部の合計額（千円） 929,082 920,171

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
929,082 920,171

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
11,214 11,214

 

　１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　2020年７月１日
至　2020年12月31日）

当中間会計期間
（自　2021年７月１日
至　2021年12月31日）

１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失

（△）
1,076.32円 △794.65円

（算定上の基礎）   

中間純利益又は中間純損失（△）（千円） 12,069 △8,911

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益又は中間純損失（△）

（千円）
12,069 △8,911

普通株式の期中平均株式数（株） 11,214 11,214

　(注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第55期）（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）2021年９月28日中国財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

    

  2022年3月30日  

瀬戸内開発株式会社    

 

 取締役会　御中  

 

 高橋和司公認会計士事務所  

 広島県尾道市  

 

   公認会計士 高橋　和司　㊞

     

中間監査意見

　私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

瀬戸内開発株式会社の2021年７月１日から2022年６月30日までの第56期事業年度の中間会計期間（2021年７月１日から

2021年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、

中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、瀬戸

内開発株式会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2021年７月１日から2021年

12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

　私は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準にお

ける私の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関す

る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、中間監査

の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が

省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関

連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基

礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

利害関係

　会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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